
 

 

 
 
 
     第６章 港湾・漁港      

 

 
 

厳島港宮島口地区（廿日市市） 
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１ 港湾の概要 

（1）港湾数 

   瀬戸内海に面し，大小１３０余の島々が散在する本県は，全国第６位の４４港（国際拠点港

湾１港，重要港湾３港，地方港湾４０港）の港湾を擁し，うち県管理港湾は２７港（国際拠点

港湾１港，重要港湾２港，地方港湾２４港）を数える。 

区  分 県管理港湾 市町管理港湾 計 備   考 

国際拠点港湾 １ － １ 
平 成 23 年 特定重要港湾から
国際拠点港湾へ港格の見直し 
（港湾法改正による） 

重 要 港 湾 ２ １ ３  

地 方 港 湾 ２４ １６ ４０  

合   計 ２７ １７ ４４  

 

（2）港湾施設一覧表（港湾管理者分のみ） 

  ア 県管理港湾              イ 市町管理港湾   
Ｈ２７.４.１現在                          Ｈ２７.４.１現在 

港 湾 名 港格 所   在   地  港 湾 名 港格 所  在   地

広 島 港 国際拠点 広島市,廿日市市,海田町,坂町  呉 港 重要 呉市

福 山 港 重要 福山市  重  要  港  湾  小  計 １ 

尾道糸崎港（尾道地区） 〃 尾道市  阿 伏 兎 港 地方 福山市

尾道糸崎港（糸崎地区） 〃 三原市  福 田 港 〃 尾道市

尾道糸崎港（松永地区） 〃 福山市  椋 浦 港 〃 〃

国 際 拠 点 港 湾 及 び 重 要 港 湾 小 計 ３  安 芸 津 港 〃 東広島市

横 田 港 地方 福山市  吉 悪 港 〃 呉市

千 年 港 〃 〃  小 用 港 〃 〃

佐 木 港 〃 三原市  大 迫 港 〃 〃

須 波 港 〃 三原市  袋 の 内 港 〃 〃

土 生 港 〃 尾道市  大 須 港 〃 江田島市

重 井 港 〃 〃  津 久 茂 港 〃 〃

中 浜 港 〃 〃  鷲 部 矢 の 浦 港 〃 〃

生 口 港 〃 〃  鹿 田 港 〃 〃

瀬 戸 田 港 〃 尾道市,三原市  内 海 港 〃 〃

忠 海 港 〃 竹原市  大 柿 港 〃 〃

竹 原 港 〃 〃  波 多 見 港 〃 呉市

川 尻 港 〃 呉市  奥 の 内 港 〃 〃

木 江 港 〃 大崎上島町  地  方  港  湾  小  計 １６ 

鮴 崎 港 〃 大崎上島町  合 計 １７ 

大 西 港 〃 大崎上島町  

御 手 洗 港 〃 呉市  

蒲 刈 港 〃 〃  

釣 士 田 港 〃 〃  

小 用 港 〃 江田島市  

鹿 川 港 〃 〃  

中 田 港 〃 〃  

三 高 港 〃 〃  

厳 島 港 〃 廿日市市  

大 竹 港 〃 大竹市  

地 方 港 湾 小 計 ２４   

合 計 ２７   
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（3）港湾の整備方針 

 平成 23 年度に策定した「広島県みなと振興プラン」に基づき，物流，人流及び生産活動の拠点

として，また，潤いのあるウォーターフロント空間として，県民生活や産業活動に必要な港湾施設

の整備を推進する。 
また，これと併せて，港湾利用の増進を図るため，広島港・尾道糸崎港及び福山港を中心に，船

舶・貨物の誘致活動，入港船舶の歓迎，ポートセールスミッション派遣などのポートセールス活動

や広報を行う。 

【広島県みなと振興プラン】 

「広島県みなと振興プラン」は，本県の目指す将来像を示した「ひろしま未来チャレンジビジョ

ン」及びこれを実現するための「社会資本未来プラン」に基づき，利用者の視点・ニーズに対応

した，より一層のソフト・ハード両面の港湾機能の強化を推進するための実施計画である。 
     計画期間：平成 23（2011）年度～平成 27（2015）年度（5年間） 

投資予定額：概ね３２０億円 

 
 

（4）平成 27 年度事業の内容                                            

（単位:千円） 

事業名 事 業 種 別 施  行  計  画  量  等 予  算  額 

港 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

湾 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

業 

公 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

共 

 

港 湾 改 修 事 業 

 

広島港（広島市）など 6 港の防波堤，臨港道路等の工事 

（公共関連費含む） 
１，５７２，０００

港 湾 環 境 

整 備 事 業 

尾道糸崎港（尾道市）など 3 港の緑地等の工事 

（公共関連費含む） 
３０５，０００

港 湾 補 修 事 業  福山港（福山市）など 6 港の岸壁等の補修工事 ２５６，０００

港 整 備 交 

付 金 事 業 
厳島港（廿日市市）など 6 港の浮桟橋，防波堤等の工事 １，５４０，０００

国 直 轄 事 業 

負  担  金 

（ 港 湾 事 業 ） 

広島港及び尾道糸崎港の航路等の国直轄事業負担金 
[１，７４７，３７４]

６６１，９１８
[  ]は直轄事業費

計  ４，３３４，９１８

単

独 
港 湾 改 良 事 業 公共事業の補完整備や緊急に整備を要するものの工事を行う。 ６９１，２００

維

持 
港 湾 維 持 修 繕 費  

浮桟橋等の港湾施設及び護岸，堤防，防潮扉等の海岸保全施設

の補修・点検等や沈廃船処理等を行う 
７５９，３４４
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                                             （単位:千円） 

事業名 事 業 種 別 施  行  計  画  量  等 予  算  額 

港 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

湾 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

業 

そ 
 

 
 

 

の 
 

 
 

 

他 

放 置 艇 対 策 

推 進 費 

広島湾地域及び福山港地域における公有水面利用の適正化の

ため，広報，指導，強制撤去等を行う 
２０，８３２

港 湾 保 安 対 策 費 国際港湾施設の保安対策として警備・監視等を行う １２３，５６０

地 方 港 湾 管 理 費 港湾統計調査・地方港湾審議会等に要する経費 ４，８９６

港湾特別整備事業費 

特 別 会 計 繰 出 金 
放置艇対策等に資する一部繰出し ２６５，５５１

離島旅客上屋起債 

償 還 金 

繰 出 金 

離島港湾の負担軽減を図る ４，６３６

海 砂 利 採 取 

海 域 環 境 

フォローアップ調査 

底質，底生生物，イカナゴ，魚介類，卵稚仔及び海岸地形の 
調査に係る経費 ２３，３６２

計  ４４２，８３７

一 般 会 計 合 計  ６，２２８，２９９

特 
 

 
 

 

別 
 

 
 

 

会 
 

 
 

 

計 

荷 捌 施 設 

整 備 事 業 

○ 広島港関係 

・ 出島地区 

・ 五日市地区 

・ 海田地区 

 

９６８，０００ 

２８７，４００ 

５７５，６００ 

１０５，０００ 

９６８，０００

広 島 港 運 営 費 広島港の管理・運営に要する費用 １，４０９，１４８

尾 道 糸 崎 港 

運  営  費 
尾道糸崎港の管理・運営に要する費用 ６４，７９４

福 山 港 運 営 費 福山港の管理・運営に要する費用 ２０９，４７１

港 湾 振 興 事 業 広島港，福山港などのポートセールス活動等に要する費用 ２９，３５４

造成地分譲促進事業 臨海土地造成地に係る分譲経費等に要する費用 ８２，０９６

公  債  費 港湾施設整備等のために借り入れた県債を償還するための費用 １２，０１５，５５９

諸 支 出 金 港湾整備事業基金積立金など ２１７，２３８

特 別 会 計 合 計  １４，９９５，６６０

合        計  ２１，２２３，９５９
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（5）主な港湾整備事業の概要 

  ア 国際拠点港湾広島港の整備 
（ア）ねらい 

     国際物流・国際交流拠点を担う中核国際港湾として，必要な港湾施設の整備を行い，国際

拠点港湾広島港のグローバルゲートウェイ機能を強化する。 

（イ）事業の概要 
① 五日市地区港湾整備事業 

広島都市圏西部の物流拠点として，国際物流ターミナル等の整備を推進する。 
《平成 27 年度》 臨港道路廿日市草津線等の整備を推進する。 

② 宇品・出島地区港湾整備事業 
国際物流・交流拠点としての機能を強化するため，大型岸壁をはじめとする港湾施設や

交流厚生用地等を整備する。 
《平成 27 年度》 耐震強化岸壁，港湾関連用地等の整備を推進する。 

③ 海田地区港湾整備事業 
増大するコンテナ貨物に対応するため，既存コンテナターミナルの高度化を推進する。 
《平成 27 年度》 岸壁補強，荷役機械等の整備を推進する。 

④ 廿日市地区港湾整備事業 
LNG の安定的かつ安価な供給を実現するため，航路等を整備する。 
《平成 27 年度》 航路等の整備を推進する。 

  （ウ）平成 27 年度の予算額                        （単位:千円） 

区  分 事 業 内 容 予 算  額 備  考 
五 日 市 地 区 県 事 業 臨港道路等 ２，１９３，６００  

宇品・出島地区 
直 轄 事 業 耐震強化岸壁等 ２３，８５０ 

県負担金 
（事業費 53,000 千円）

県 事 業 港湾関連用地造成等 ４２４，４００  

海 田 地 区 
直 轄 事 業 岸壁補強 ２２，５００ 

県負担金 
（事業費 50,000 千円）

県 事 業 荷役機械等 １０５，０００  

廿 日 市 地 区 直 轄 事 業 航路等 １２５，１００ 
県負担金 
（事業費 556,000 千円）

そ の 他 県 事 業 防波堤，補修等 ２０３，０００  

計  ３，０９７，４５０  
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  イ 重要港湾尾道糸崎港の整備 

  （ア）ねらい 
     尾道糸崎港は，県東部の物流・人流の拠点を目指し，輸入木材の取扱拠点港としての機能

強化を図るとともにウォーターフロント空間の創出などの新たな要請に対応した施設整備

を進める。 

  （イ）事業の概要 
① 機織地区港湾整備事業 

西日本の輸入木材の拠点港として機能を強化するため，船舶の大型化へ対応した施設整

備を進める。 
《平成 27 年度》 大型船対応の泊地，航路の整備を推進する。 

② 貝野地区港湾整備事業 
県内の港湾整備事業により発生する浚渫土の処分用地の確保を図るとともに，公共岸壁

の整備を行い物流機能の強化を図る。 
《平成 27 年度》 港湾工事の円滑化を図るため浚渫土等の受入れ等を推進する。 

③ 松浜地区港湾整備事業 
水産物等の物流機能の強化を図るとともに，快適な港湾空間を形成するため，小型船だ

まりや緑地等の整備を推進する。 
《平成 27 年度》 小型船だまりの防波堤等の整備を推進する。      

  （ウ）平成 27 年度の予算額                      （単位：千円） 

区  分 事  業  内  容 予 算 額 備  考 
機 織 地 区 直轄事業 航路(－12ｍ)，泊地(－12ｍ)等 ４９０，４６８ 

県負担金 
（事業費 1,088,374 千円）

貝 野 地 区 県 事 業 浚渫土受入等 １６０，０００  

松 浜 地 区 県 事 業 浮桟橋等 ３４，０００  

そ の 他 県 事 業 小型船だまり等 ４１，０００  

計  ７２５，４６８  
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  ウ 重要港湾福山港の整備 

  （ア）ねらい 
広島県東部地域の物流，産業の拠点として，物流需要の増大，輸送の効率化等に対応す

るため，グローバルゲートウェイ機能の強化や航路機能の回復を推進するとともに，快適

な港湾空間の形成を図る。 

  （イ）事業の概要 
内港地区港湾整備事業 
市街地における快適で魅力ある港湾環境の再生を行うため，海域環境改善事業を推進す

る。 
《平成 27 年度》 覆砂等の整備を行う。 

  （ウ）平成 27 年度の予算額                       （単位:千円） 

区   分 事 業 内 容 予 算 額 備   考 
内 港 地 区 県 事 業 覆砂等 ８２，０００  
そ の 他 県 事 業 補修等 ８５，０００  

計 １６７，０００  
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（6）港湾の振興 

 ア ねらい 
国際拠点港湾広島港は，広島経済圏の海の玄関として，また，海上物流の拠点港として，本県

経済の発展や県民生活の向上を支えており，韓国や中国をはじめ東南アジアや北米との国際定期

航路の就航やクルーズ客船の入港など，国際貿易や観光の拠点として重要な役割を果たしている。 
また，重要港湾福山港においても，県東部の国際物流拠点として，韓国等との国際定期航路が

就航している。 
広島港・福山港の中国・四国地域におけるグローバルゲートウェイ（世界に開かれた玄関口）

としての機能強化を図るため，平成 27 年度も助成制度を継続し，コンテナ取扱貨物量の増加と

定期コンテナ航路の誘致を積極的に推進する。 
また，引き続き，国内の荷主企業に対する積極的なポートセールス活動を行い，地元金融機関

との連携を活用し，海外に進出している県内の荷主企業に対するセールス活動を展開するととも

に，海外の船社を訪問し，定期航路の拡充を呼びかける。このほか，クルージングや大型客船の

寄港を促進し，みなとの賑わいを形成する。    
 

  イ 事業の概要及び平成 27 年度の予算額  
                  （単位：千円） 

区  分 事 業 内 容 予算額 

振興協会助成事業 

広島港振興協会，東部港湾振興協会への助成 
（振興協会の事業） 
 ①利用促進事業（ポートセールス，ポートセミナー） 
 ②広報宣伝事業（パンフレットの作成等） 

4,800 

ポートセールス強

化事業 

・新規航路開設やコンテナ取扱貨物量の増加に向けた 
助成制度の実施 

・海外ポートセールス，首都圏ポートセールスの展開 
20,297 

瀬戸内海クルージ

ング促進事業 

・クルージング需要の掘り起こし（ビジター桟橋の利

用促進） 
・クルージング環境の創出 
・大型客船の誘致・受入体制の充実（五日市地区周辺

整備など） 

646,104 

 
 ウ 広島港，福山港の利用状況等 
   海外定期航路の状況（平成 27 年４月現在） 

港 名 航路名 便 数 

広 島 港 

韓国航路 週９便 
中国航路 週６便 
台湾・東南アジア航路 週１便 
台湾航路 週１便 
北米航路 月１便 

福 山 港 
韓国航路 週５便 
中国航路 週６便 
台湾・東南アジア航路 週１便 
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（7）港湾整備事業造成地等分譲事業 

 港湾整備事業による造成地等について，それぞれの処分計画に基づき，早期に分譲を進める。 
 

平成 27 年度実施計画 
 

分 譲 地 用 途 
面  積 

分譲率 

c/b 分譲計画 
面積 a 

竣功済 
面積 b 

分譲済 
面積 c 

未分譲 
面積 b-c 

広 島 港 元 宇 品 地 区 企業移転ほか 1.7ha 1.7ha 1.7ha － 100.0%

広 島 港 宇 品 内 港 地 区 商業施設ほか  15.5ha 15.5ha 15.5ha － 100.0%

広 島 港 出 島 地 区 保管施設ほか 44.0ha 18.3ha 18.3ha － 100.0%

広 島 港 五 日 市 地 区 企業移転ほか 46.1ha 29.7ha 25.7ha 4.0ha 86.6%

広 島 港 廿 日 市 地 区  港湾関連  13.0ha 13.0ha 12.9ha  0.1ha 99.2%

大 竹 港 晴 海 地 区 商業施設ほか  13.3ha 13.3ha  6.0ha  7.3ha 45.0%

尾 道 糸 崎 港 松 浜 地 区  港湾関連ほか 4.7ha 3.6ha 3.0ha 0.6ha 83.7%

福 山 港 内 港 地 区  大学設置ほか 4.9ha 4.9ha 4.9ha － 100.0%

合    計  143.2ha 100.ha 88.0ha 12.0ha 88.0%

 
 

  ※分譲済面積には，事業用定期借地での分譲面積を含む。 
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２ 漁港の概要 

（1）漁港の施設整備及び施設運営 

本県の海域は瀬戸内海中西部に位置し，海域面積は小規模ながら屈曲に富む海岸線や大小の島

嶼部があることから好漁場に恵まれ，多種多様な漁業が営まれている。 

本県の漁業の特徴として県西部の牡蠣養殖，県中部の漁船漁業，県東部の海苔養殖および小型

定置網漁業が主力となっている。 

漁業活動の基盤である広島県下の漁港は 46漁港が指定されており，そのうち第 3種漁港は１

漁港のみで，第 2 種漁港が 18漁港，第１種漁港が 27漁港と小規模な漁港が多い。 

また，平成 23 年 4 月には江田島市の第二種漁港 4港を，平成 26 年 4 月には大竹市の第二種漁

港 2 港を県から市へ管理者変更による権限移譲を行った。これにより，新たな施設整備や地区指

定等の移管対象港に係る全ての事務を，市が自らの権限に基づき決定・実施することとなり，利

用者の実情や地域の住民ニーズに合ったきめ細かな管理運営や施設整備が可能となり，利用者や

住民の利便性の向上が期待される。 

区  分 県管理漁港 市町管理 
漁港 計 備   考 

県直轄 事務委託 
第三種漁港 １ － － １ 

第二種漁港 ４ ８ ６ １８ 

権限移譲 

・江田島市４漁港 

（H23.4） 

・大竹市２漁港 

（H26.4） 

第一種漁港 － １ ２６ ２７  

合   計 ５ ９ ３２ ４６  
 

（2）漁村事業（漁業集落環境施設整備） 

漁港区域背後地域の生活環境の向上のため，生活雑排水の処理を行う漁業集落排水施設整備や

地域の憩いの場となる公園整備，狭隘な集落道路を改善することにより水産業を核とした快適で

潤いのある豊かなまちづくりを推進する。 

地区名 事業主体 事業期間 計画施設（計画処理人口） 

大地蔵 呉市 H3～H16 集落排水施設(1,080 人)，集落道，緑地広場他

鹿老渡 呉市 H6～H13 集落排水施設(260 人)，集落道他 

豊島 呉市 H15～H24 集落排水施設(1,790 人) 

田原 呉市 
H18～（休

止中） 
集落排水施設(1,430 人) 

串浜 尾道市 H9～H11 集落排水施設(雨水のみ) 

大町 尾道市 H13～H20 集落排水施設(420 人)，集落道 

寺山･箱崎･内浦 福山市 H6～H17 集落排水施設(1,500 人)，集落道，緑地広場他

本浦･浦友 福山市 H6～H22 集落排水施設(800 人)，集落道，緑地広場他 

横田 福山市 H17～ 集落排水施設(2,500 人)，集落道，緑地広場他

阿多田 大竹市 H5～H7 集落排水施設(306 人) 

能地 三原市 H5～H25 集落排水施設(900 人)，集落道，緑地広場他 

沖浦・明石 大崎上島町 H6～H21 集落排水施設(2,260 人)，集落道，緑地広場他

-51-



 

（3）県内漁港一覧表 

 
ア 県管理漁港               イ 市町管理漁港 
               平成 27 年 4 月 1 日現在                           平成 27 年 4 月 1 日現在 

漁 港 名 種類 所  在  地  漁 港 名 種類 所  在  地  

草 津 第三種 広島市  阿   多  田 第二種 大竹市 

第 三 種 漁 港 小 計 １  玖 波 〃 〃 

音 戸 第二種 呉市  畑 〃 江田島市 

安 浦 〃 〃  柿 浦 〃 〃 

倉 橋 〃 〃  美 能 〃 〃 

豊 島 〃  〃  深 江 〃 〃 

吉 和 〃 尾道市  第 二 種 漁 港 小 計 ６ 

走 〃  福山市  大 屋 第一種 呉市 

平 〃 〃  情 島 〃 〃 

横 田 〃 〃  大 地 蔵 〃 〃 

箱 崎 〃 〃  田 原 〃 〃 

地 御 前 〃 廿日市市  長 谷 〃 〃 

塩 屋 〃 〃  原 〃 〃 

沖 浦 〃 大崎上島町  吉 名 〃 竹原市 

第 二 種 漁 港 小 計 １２  長 浜 〃 〃 

五 日 市 第一種 広島市   能 地 〃 三原市 

第 一 種 漁 港 小 計 １  須 波 〃 〃 

合 計 １４  大 町 〃 尾道市 

 
 串 浜 〃 〃 

 海 老 〃 〃 

 

 泊 〃 〃 

 干 汐 〃 〃 

 

立 花 〃 〃 

西 浦 〃 〃 

鏡 浦 〃 〃 

水 呑 〃 福山市 

田 尻 〃 〃 

大 芝 北 〃 東広島市 

大 芝 南 〃 〃 

上 ノ 浜 〃 廿日市市 

梅 原 〃 〃 

丸 石 〃 〃 

世 上 〃 江田島市 

第 一 種 漁 港 小 計 ２６ 

合 計 ３２ 

 

 

（4）漁港の整備方針 

漁港に関連する事業は，農林水産局にて平成２２年度に策定した「2020 広島県農林水産業チ

ャレンジプラン」が目指す，産業として自立できる水産業の確立に向けて，より経営力の高い

担い手の育成や農山漁村地域の暮らしの安全安心の確保に資する漁港施設等の基盤整備を進

める。 
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（5）平成２７年度事業の内容                         （単位：千円） 

事業名 事 業 種 別 
事業 
主体 施  行  計  画  量  等 予  算  額

漁 
 
  
  
 

港 
  
  
  

事  
  
  
 

業 

公 
 
  
 

共 

地域水産物供給基盤 
整備事業(機能保全) 

県 草津漁港外の老朽化した漁港施設の補修工事を行う ４８７，２００

市 町 上ノ浜漁港外の老朽化した漁港施設の補修工事を行う １５，０００

地域水産物供給基盤 
整備事業(機能強化) 

県 
走漁港で既存の漁港施設の耐震・耐津波性能の診断

を行う 
２１，０００

漁業集落環境整備事業  市 町 横田地区において集落排水施設等の事業促進を図る １５６，６８０

港 整 備 交 付 金 事 業 

県 音戸漁港外で浮桟橋等の整備を行う ９４，５００

市 町 吉名漁港で泊地等の浚渫を行う ５０，０００

計  ８２４，３８０

単
独

漁 港 改 良 事 業 
公共事業の補完整備や緊急に整備を要するものの

工事を行う 
３５，４１５

維
持 

漁 港 維 持 修 繕 費 
漁港施設および漁港海岸保全施設の維持修繕等を

行う 
８４，１６４

そ 

の 

他 

県 管 理 漁 港 管 理 費 県管理漁港の管理・運営に要する経費 １１，５１４

港 湾 特 別 会 計 繰 出 金 放置艇対策等に資する一部繰出し ４２８，９７２

五 日 市 漁 港 多 目 的 利 用 
施 設 整 備 事 業 五日市漁港フィッシャリーナ整備負担金 １２３，０８２

計  ５６３，５６８

一 般 会 計 合 計  １，５０７，５２７

特 

別 

会 

計 

五日市漁港利用調整施設運営費 五日市漁港ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅの管理・運営に要する費用 ８４，６４３

公  債  費 
漁港施設整備等のために借り入れた県債を償還す

るための費用 
４３０，１０４

諸 支 出 金 港湾整備事業基金積立金 １４４，１６１

特 別 会 計 合 計  ６５８，９０８

合        計  ２，１６６，４３５
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３ 検潮所設置状況 

 瀬戸内海は干満の差が極めて大きいことから県内各地の潮位を継続的に観測して，工事用基準面，

高潮堤防天端高等の適正な設定を図ることとする。           

 

４ 海域の管理 

（1）公有水面埋立免許 

海面の埋立ては，公有水面埋立事務取扱要領により事務の合理化に努めているところであるが，

土地利用上の必要性（国土の保全），環境の保全等を厳正に審査し，調和のとれた免許を行う。 

海面における公有水面埋立免許の状況（平成 26 年度） 

港 名 等 埋 立 場 所 埋立権者 面積（㎡） 用  途 免許年月日 

一般海域 
尾道市因島重井町 

地先 

株式会社 

三和ドック
16,963.31 輸送用機械器具製造業用地 H26.8.19 

豊島漁港  
呉市豊浜町大字豊

島地先 
広島県 1,546.42 道路用地 H26.9.11 

なお，第４次一括法により公有水面埋立法が一部改正され，平成 27 年４月１日より，草津漁港

区域及び五日市漁港区域の埋立免許権が，広島県知事から広島市長となった。 

（2）港湾区域，漁港区域及び一般海域の管理 

港湾法及び漁港漁場整備法に基づき，港湾区域及び漁港区域のより適正な管理に努めるとともに，

一般海域についても，「広島の海の管理に関する条例」及び「広島県プレジャーボートの係留保管

の適正化に関する条例」に基づき，活用と保全との調和のとれた秩序ある海域の利用を図る。 

検 潮 所 名 所  在  地 検 潮 器 型 式 設 置 年 月 
 
呉 港 

 
尾道糸崎港尾道地区 

 
  〃  糸崎地区 

 
大 竹 港 

 
広 島 港 

 
柿 浦 漁 港 

 
倉 橋 漁 港 

 
竹 原 港 

 
御 手 洗 港 

 
木 江 港 

 
土 生 港 

 
横 田 港 

 
福 山 港 

 
呉市阿賀南七丁目 
 
尾道市西御所町 
 
三原市城町三丁目 
 
大竹市晴海二丁目 
 
広島市南区宇品海岸二丁目 
 
江田島市大柿町柿浦 
 
呉市倉橋町海越 
 
竹原市竹原町北崎 
 
呉市豊町久比 
 
豊田郡大崎上島町木江 
 
尾道市因島田熊東町 
 
福山市内海町曽根 
 
福山市引野町沖浦 

 
フース型ＤＦＴ－３型 
 
フース型ＬＦＴ－Ⅴ型 
 
水晶水圧式 
 
    〃 
 
フース型 １か月巻 
 
フース型 DＦＴ－３型 
 
フース型ＬＦＴ－Ｖ型 
 
    〃 
 
    〃 
 
水晶水圧式 
 
フース型ＬＦＴ－Ｖ型 
 
水晶水圧式 
 
フース型ＤＦＴ－３型 

（Ｈ22．３）
Ｓ26．２ 

（Ｈ８．３） 
Ｓ26．９ 

（Ｈ19．10） 
Ｓ26．４ 

（Ｈ６．２） 
Ｓ25．４ 

（H12．３） 
Ｓ25．４ 

（Ｈ24．３） 
Ｓ26．２ 

（Ｈ９．３） 
Ｓ26．12 

（Ｈ９．３） 
Ｓ25．12 

（Ｈ10．３） 
Ｓ26．１ 

（H11．３） 
S30．１ 

（Ｈ10．３） 
Ｓ25．12 

（Ｈ11．３） 
S28．６ 

（Ｈ22．3） 
Ｓ43．５ 

注 上段（ ）書は，計器更新年月である。 

（Ｈ27．４．１現在） 
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１ 都市行政の課題 
 

都市計画法の制定から半世紀近くが経過した現在，都市や地域を取り巻く状況は，大きく変化して

いる。 

平成 11 年４月以降，地方分権一括法の制定や都市計画法の改正，都市計画制度の創設等により，地

方の主体性が強化され，地域の実情に応じた多彩な都市づくりを行われるようになった。 

一方で，2050 年には日本の人口が１億人を割り込むことが予想され，人口の地域的偏在の加速や人

口減少による生産・消費の縮小が危ぶまれるといった少子高齢化問題や，高度成長期以降に集中整備

したインフラの老朽化問題などがますます深刻化しているほか，大規模地震の発生リスクが高まる中，

耐震化されていない建築物が，商業エリアや緊急輸送道路沿道に存在している。 

こうした中，本県は，まちづくりの主体である市町とともに，商業・医療・福祉・教育等を中心と

する街なかの機能の再整備や，街なかと周辺部との交通ネットワーク化などコンパクトなまちづくり

に取組むとともに，災害に強くかつ個性的で魅力ある都市づくりを進める。 

 
２ 都市行政の基本方針 
 
 (1) 都市の将来像を実現するための適切な都市計画の策定 

県が一市町を超える広域的見地から定める「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」（いわゆ

る都市計画区域マスタープラン）と，市町が地域に密着した見地から定める「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」（いわゆる市町マスタープラン）が規定されている。 

【平成 24年度より，以下①②③は地域政策局都市圏魅力づくり推進課へ移管】 

 

① 都市計画区域マスタープランの策定 

安定・成熟した都市型社会の到来に対応し，地域の自主性を尊重した制度への再構築が行われ，

全ての都市計画区域でマスタープランを策定することとなった。 

これを受けて，平成 14 年３月に策定した「広島県都市計画制度運用方針」に基づき，広域的な

観点から，拠点化と連携を図った都市の将来像とその実現に向けた道筋を示す都市計画区域マス

タープランを，平成 16年５月，県内の 27 都市計画区域において策定した。 

また，近年の市町村合併後の動向や社会情勢の変化を踏まえ，廃止した１区域を除く 26区域に

ついて，平成 32 年を目標年次とした新たな都市計画区域マスタープランの策定を平成 23 年度に

行ったところであり，今後は広島県の都市づくりの目標に基づき集約型都市構造の実現を目指し

ていく。（都市計画区域の統合に伴い，都市計画区域マスタープランの策定数は，平成 27 年 3 月

末現在は 22 となっている。） 

 

② 市町策定の都市計画マスタープランに対する助言等 

市町マスタープランは，市町の建設に関する基本構想（長期総合計画等）と都市計画区域マス

タープランに即して定めるものである。 

市町村合併による再編後の市町が，住民の理解と参加のもと，主体的なまちづくりを推進する

ための新市町マスタープランの策定にあたり，適切な助言等を行う。 

 
③ 市町策定の緑の基本計画に対する助言等 

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，

市町が緑の基本計画を策定する。 
市町マスタープランと同様，今後，適切な助言等を行う。 

 
④ 区域区分，地域地区等の都市計画 

地域の実情に応じた個性豊かなまちづくりの推進に向け，適切な区域区分を定めるとともに，

地域地区等都市計画制度を活用し，きめ細かでメリハリのある土地利用の規制・誘導を図る。 
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 (2) 都市機能の充実強化 

① 持続可能な都市の構築 

都市化社会から都市型社会への移行に伴い，既存都市基盤等のストックの維持・活用などに

よる持続可能な都市づくりを行う必要がある。 

ア 中心市街地の活性化 

住宅及び都市機能増進施設（医療施設，福祉施設，商業施設等）の立地の適正化を図る「立

地適正化計画」に基づき，必要な都市機能の集約化や居住に関連する施設の誘導により，地

域の核となるエリアを形成し，コンパクトなまちづくりを推進する。 

イ 都市の防災化等 

老朽化した木造建築物が密集し，防災上危険な密集市街地等について，都市計画制度の活

用などについて助言等を行うとともに，建築物の耐震化等について普及啓発等を行い，居住

環境の改善，防災機能の向上を図る。 

ウ 被災宅地危険度判定制度の推進 

大規模な地震や豪雨により被災した宅地の二次災害の可能性の判定及び住民の安全の確保

を図るため，「被災宅地危険度判定制度」を推進する。 

 

② 魅力あるまちづくりの推進 

ア 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

都市再生整備計画事業は，市町の自主性・裁量性が最大限発揮でき，地域の創意工夫を活か

した個性あふれるまちづくりが可能となる制度である。 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かしたまちづくりを実施し，住民生活の質の向上

と地域経済の活性化を図るため，都市再生整備計画による事業を促進する。 

また，地方都市の既成市街地においては，必要な都市機能を誘導する「立地適正化計画」に

基づき，既存ストックの有効利用を図りつつ，将来にわたって持続可能な都市とするために必

要な都市機能（医療・福祉・子育て支援・教育文化・商業等）の整備・維持を支援し，地域の

中心拠点の形成を図る。 

イ 社会資本整備総合交付金 （住宅市街地基盤整備事業） 

良好な住宅及び宅地を供給するため，公的機関及び民間による住宅宅地事業に関連して整

備が必要となる道路・公園・下水道等公共施設の総合的な整備を図る。 

ウ 農住組合事業 

市街化区域内の農地において，「農と住の調和したまちづくり」を推進する。 

エ 都市景観 

各都市における地域固有の歴史や文化と調和した質の高い都市空間の創出を図るため，啓

発活動などを推進するとともに，景観法施行や屋外広告物法等を活用した各都市・地域にお

ける良好な景観の形成に向けた取り組みについて助言等を行う。 

さらに，魅力あるまちなみづくりに取り組む市町を支援することで，魅力ある景観等，デ

ザイン性のある都市空間の形成を推進し，本県における集客・交流の促進など地域の賑わい

の創出を図る。（魅力ある「まちなみづくり」支援事業） 

また，魅力ある地域環境の創出を図るため，魅力ある公共建築物の創造・発信や，建築に

関する優れた人材の育成などを積極的に推進する。（魅力ある建築物の創造事業） 

オ 空き家対策 
人口減少・高齢化に伴い全国的に空き家は一貫して増加しており，本県においても，適切

な管理が行われていない空き家が社会問題化している。 
適切に管理されていない空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを

踏まえ，「広島県空き家対策推進協議会」を設立し，県，市町及び関係団体による密接な連携

のもと，空き家問題について全県的に取り組む。 
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 (3) 交流及び連携機能の強化 

 都市活動や生活圏の広域化に伴い，都市間の交流・連携機能の強化を図るため，広島・備後都

市圏等の内外に向けた交通機能の強化，適正な都市機能分担，環境問題への対応などを踏まえた

施策を展開する。 

① 都市交通施策の推進 

 都市圏内外の連携・交流を支援するための交通ネットワークを構築するとともに，効率的な交

通体系の形成や都市交通の円滑化を図るため，都市交通計画の策定，更新やＴＤＭ（交通需要マ

ネジメント）施策を推進する。 

    ア 都市交通円滑化の推進 

  都市圏における交通渋滞対策とともに，交通に起因する環境負荷の低減を図るため，公共 

交通機関等を有効活用したパーク＆ライド，ノーマイカー運動などの交通円滑化施策に取り

組む。 

都 市 交 通 円 滑 化 

推 進 計 画 

名  称 関係市町 

広島都市圏交通円滑化総合計画 広島市，廿日市市，大竹市など 

福山都市圏交通円滑化総合計画 福山市，府中市，尾道市など 

呉都市圏交通円滑化総合計画 呉市，熊野町，坂町など 

 

 

３ 都市計画の概要 

 (1) 都市計画区域指定状況 

一体の都市として，総合的に整備，開発及び保全する必要がある区域を，都市計画区域として

定めており，平成 27 年３月末現在では，22都市計画区域（20 市町）を指定している。 

このうち，区域区分を定めている都市計画区域は，広島圏，備後圏，東広島の 3 都市計画区域

（9 市 4 町）である。 

現在の指定状況は，都市計画区域指定一覧表及び都市計画区域指定図のとおりである。 

市町村合併に伴い，一つの行政区域内に複数の都市計画区域が存在する区域においては，新市

の意向を踏まえながら，一体の都市として必要な範囲を検証しながら，都市計画区域の統合・再

編等の見直しを行ったところであり，平成 24 年度は東広島及び黒瀬都市計画区域を東広島都市計

画区域に，川尻及び安浦都市計画区域を川尻安浦都市計画区域に，江田島及び大柿都市計画区域

を江田島都市計画区域に，平成 25年度は因島及び瀬戸田都市計画区域を因島瀬戸田都市計画区域

に各々統合した。 

 

 (2) 都市計画決定状況 

都市計画には，区域区分，地域地区，都市施設，市街地開発事業等を定めることとしている。 

これらの都市計画は，都市計画審議会の調査審議を経て都市計画決定を行っている｡ 

現在の決定状況は，都市計画決定状況一覧表のとおりである｡
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都市計画区域指定・準都市計画区域指定一覧表 

都市計画区域

都市計画 都市計画

区域内人口 区域面積

（H22国調） (ha)

　大竹市 　S12.11.1 　H16.5.31 27,612 2,298 大竹市の一部

　廿日市市 　S15.8.22 　H16.5.31 99,053 4,759 廿日市市の一部

　広島市 　T12.7.1 　H16.5.31 1,128,837 39,929 広島市の一部

　府中町 　S14.8.16 　H16.5.31 50,442 1,045 府中町の全域

　海田町 　S17.11.26 　H16.5.31 28,475 1,381 海田町の全域

　熊野町 　S40.10.18 　H16.5.31 24,533 3,362 熊野町の全域

　坂町 　S17.11.26 　H16.5.31 13,262 1,567 坂町の全域

　呉市 　T12.7.1 　H16.5.31 192,410 14,622 呉市の一部

計 4市4町 1,564,624 68,963

　三原市 　S9.3.13 　H24.4.5 60,018 8,828 三原市の一部

　尾道市 　S2.4.1 　H24.4.5 95,135 7,387 尾道市の一部

　福山市 　S3.9.10 　H24.4.5 440,123 33,577 福山市の一部

　府中市 　S9.3.13 　H24.4.5 33,682 3,561 府中市の一部

計 4市 628,958 53,353

　東広島 　東広島市 　S10.2.27 　H25.2.4 166,681 35,229 東広島市及び旧黒瀬町の一部

9市4町 2,360,263 157,545

　竹原 　竹原市 　S9.1.17 　S61.9.18 28,644 11,830 竹原市の全域

　三次圏 　三次市 　S9.2.3 　H9.10.2 34,045 9,079 三次市の一部

　庄原 　庄原市 　S13.6.10 　S62.8.31 13,049 4,431 庄原市の一部

　因島瀬戸田 　尾道市 　S13.9.12 　H26.3.24 34,177 7,252 旧因島市の全域及び旧瀬戸田町の全域

　宮島 　廿日市市 　S10.11.15 　S10.11.15 1,760 3,039 旧宮島町の全域

　東城 　庄原市 　S13.5.10 　S13.5.10 4,512 2,768 旧東城町の一部

　安芸津 　東広島市 　S18.5.13 　S18.5.13 10,919 6,508 旧安芸津町の全域

　川尻安浦 　呉市 　S20.4.18 　H25.3.28 20,892 7,979 旧川尻町の一部及び旧安浦町の全域

　江田島 　江田島市 　S31.6.6 　H25.1.28 17,675 3,746 旧江田島町の一部及び大柿町の一部

　上下 　府中市 　S31.6.6 　S62.8.31 2,237 703 旧上下町の一部

　西城 　庄原市 　S32.2.28 　S32.2.28 1,571 414 旧西城町の一部

　千代田 　北広島町 　S49.5.10 　H8.4.1 6,854 2,839 旧千代田町の一部

　吉田 　安芸高田市 　S55.11.21 　S55.11.21 5,679 1,253 旧吉田町の一部

　本郷 　三原市 　S61.12.15 　S61.12.15 10,648 5,653 旧本郷町の一部

　河内 　東広島市 　S61.12.15 　S61.12.15 5,567 5,397 旧河内町の一部

　世羅甲山 　世羅町 　H2.2.13 　H2.2.13 5,735 1,466 世羅町の一部

　佐伯 　廿日市市 　H2.11.29 　H11.9.30 8,541 3,887 旧佐伯町の一部

　音戸 　呉市 　H5.9.30 　H5.9.30 12,702 1,246 旧音戸町の一部

　御調 　尾道市 　H7.12.25 　H7.12.25 6,025 2,278 旧御調町の一部

12市2町 231,232 81,768

合計 14市6町 2,591,495 239,313

準都市計画区域
都市計画 準都市計画

区域内人口 区域面積

（H22国調） (ha)

　広島市 　H23.5.16 3,770 460 旧湯来町の一部　広島湯来

　広島圏

　備後圏

線

引

き

都

市

計

計

非

線

引

き

都

市

準 都 市 計 画

区 域 名
適        要都 市 名

当 初 区 域

指定年 月日

最 終 区 域

指定年 月日

適        要
都 市 計 画

区 域 名
都 市 名

当 初 区 域

指定年 月日

最 終 区 域

指定年 月日

（Ｈ27．3．31 現在） 

-60-



都
市

計
画

区
域

指
定

図
 

広
島

市

三
次
市

 

大
竹

市
 

因
島
瀬
戸
田

 
都
市
計
画
区
域

 

竹
原

市
 

宮
島
都
市

 
計
画
区
域

 

熊
野
町

 

福
山
市

 

坂
町

 

広
島

市
 

府
中

市
 

吉
田
都
市

 
計
画
区
域

 

安
芸
高
田

市
 

西
城
都
市

 
計
画
区
域

 

神
石
高
原

町
 

大
崎
上

島
町

 

北
広
島
町

 

江
田
島

市
 

千
代
田
都
市

 
計
画
区
域

 
三
次
圏

 
都
市
計
画
区
域

 

上
下
都
市

 
計
画
区
域

 
世
羅
甲
山
都
市

 
計
画
区
域

 

御
調
都
市

 
計
画
区
域

 尾
道
市

 
三
原

市
 

竹
原
都
市

 
計
画
区
域

 

東
広
島
都
市

 
計
画
区
域

 

庄
原
都
市

 
計
画
区
域

 

音
戸
都
市

 
計
画
区
域

 

川
尻
安
浦
都
市

 
計
画
区
域

 

府
中
町

 

海
田
町

 

本
郷
都
市
計

画
区
域

 

河
内
都
市

 
計
画
区
域

 

安
芸
津
都
市

 
計
画
区
域

 

東
城
都
市

 
計
画
区
域

 

 
江
田
島
都
市

 
計
画
区
域

 

世
羅
町

 

庄
原

市
 

呉
市

 

東
広
島
市

 

広
島
圏
都
市
計
画
区
域

 

安
芸

太
田
町

 

廿
日

市
市

 

佐
伯
都
市

 
計
画
区
域

 

備
後
圏
都
市
計
画
区
域

 

 
線
引
き
都
市
計
画

 
区
域
（
広
島
圏
）

 
 

非
線
引
き

 
都

市
計
画

区
域

 

 
線
引
き
都
市
計
画

 
区
域
（
備
後
圏
）

 
 

市
街
化
区

域
 

（
用
途
地
域
）

 

 
線
引
き
都
市
計
画

 
区
域
（
東
広
島
）

 
 

用
途
地
域

 

 
準
都
市
計
画
区
域

 
 

広
島
湯
来
準
都
市

 
計
画
区
域

 

-61-



都
市

計
画

決
定

状
況

一
覧

表
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（
Ｈ
27
.3
.3
1
現
在
）
 

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

個 人 施 行

組 合 施 行

公 共 団 体 施 行

機 構 施 行

行 政 庁 施 行

　
大

竹
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
廿

日
市

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
広

島
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
府

中
町

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
海

田
町

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
熊

野
町

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
坂

町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
呉

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
三

原
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
尾

道
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
福

山
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
府

中
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
東

広
島

　
東

広
島

市
（
東

広
島

市
及

び
旧

黒
瀬

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
竹

原
　

竹
原

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
三

次
圏

　
三

次
市

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
庄

原
　

庄
原

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
因

島
瀬

戸
田

　
尾

道
市

（
旧

因
島

市
及

び
旧

瀬
戸

田
町

）

　
宮

島
　

廿
日

市
市

（
旧

宮
島

町
）

 
 

 
 

 
 

　
東

城
　

庄
原

市
（
旧

東
城

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
安

芸
津

　
東

広
島

市
（
旧

安
芸

津
町

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
川

尻
安

浦
　

呉
市

（
旧

川
尻

町
及

び
旧

安
浦

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
江

田
島

　
江

田
島

市
（
旧

江
田

島
町

及
び

大
柿

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
上

下
　

府
中

市
（
旧

上
下

町
)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
西

城
　

庄
原

市
（
旧

西
城

町
）

 
 

 
 

 

　
千

代
田

　
北

広
島

町
（
旧

千
代

田
町

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
吉

田
　

安
芸

高
田

市
（
旧

吉
田

町
）

 
 

 
 

 
 

 

　
本

郷
　

三
原

市
（
旧

本
郷

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
河

内
　

東
広

島
市

（
旧

河
内

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
世

羅
甲

山
　

世
羅

町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
佐

伯
　

廿
日

市
市

 （
旧

佐
伯

町
）

 
 

 
 

 
 

 
 

　
音

戸
　

呉
市

（
旧

音
戸

町
）

 

　
御

調
　

尾
道

市
（
旧

御
調

町
）

 

　
広

島
湯

来
※

　
広

島
市

（
旧

湯
来

町
）

 
 

 
 

市 場
火 葬 場

一 団 地 の 住 宅 施 設

学 校
都 市 再 生 特 別 地 区

市 街 地 再 開 発 事 業

　
広

島
圏

流 通 業 務 団 地

土
地

区
画

整
理

事
業

新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業

ご み 焼 却 場

景 観 地 区

駐 車 場 整 備 地 区

墓 園
河 川

地 区 計 画 等

病 院
広 場

流 域 下 水 道

公 共 下 水 道

都 市 下 水 路

自 転 車 駐 車 場

自 動 車 タ ー ミ ナ ル

平 和 記 念 施 設

緑 地
公 園

工 業 団 地 造 成 事 業

一 団 地 の 官 公 庁 施 設

汚 物 処 理 場

ご み 処 理 場

と 畜 場

特 別 用 途 地 区

高 度 地 区

臨 港 地 区

伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区

風 致 地 区

市
　

街
　

地
　

開
　

発
　

事
　

業

特 殊 街 路

駅 前 広 場

都 市 高 速 鉄 道

駐 車 場

自 動 車 専 用 道 路

幹 線 街 路

都
　

　
　

　
　

　
市

　
　

　
　

　
　

施
　

　
　

　
　

設

防 砂 の 施 設

生 産 緑 地 地 区

社 会 福 祉 施 設

区 画 街 路

促 進 区 域

地
　

　
　

　
　

　
　

　
域

　
　

　
　

　
　

　
　

地
　

　
　

　
　

　
　

　
区

用
　

　
　

　
　

途
　

　
　

　
　

地
　

　
　

　
　

域

　
備

後
圏

高 度 利 用 地 区

特 定 街 区

防 火 地 域

緑 地 保 全 地 区

流 通 業 務 地 区

準 防 火 地 域

　 都 市 計 画 区 域 名

区 域 区 分

 
  

 （
注
）
 
■
 
は
都
市
計
画
決
定
内
容
を
示
す

｡ 

※
 
は
準
都
市
計
画
区
域
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４ 都市環境の整備 
 
(1) 屋外広告物 

「屋外広告物法」（昭和24年法律第189号），「広島県屋外広告物条例」及び「広島県屋外広告物に

関する規則」により屋外広告物の禁止地域及び許可地域を指定して，良好な景観の形成や風致の維

持を図るとともに，公衆に対する危害の防止に努めている。 

昭和54年度から屋外広告物に関する事務を市町（村）長に委任し，市町長が無許可・違反広告物

の取締りに当たっている。 

また，屋外広告業者に対しては，講習会の開催及び屋外広告業の登録により，屋外広告物に関す

る法令等の知識の普及を図るとともに，業界の実態を把握してその指導育成に努めている。 

屋外広告物に対する平成26年度の許可件数は，4,401件である。 

 

(2) 緑地協定 

都市の過密化等に伴う生活環境の悪化が叫ばれているなかで，都市の緑が次第に姿を消しつつあ

る。 

そこで，「都市緑地法」（昭和48年法律第72号）に基づき都市計画区域内における相当規模の一団

の土地又は道路，河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の所有者が市街地の良好な環境を確保

するため，その全員の合意により，当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定を締

結するものである。 
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宅 地 造 成 工 事 規 制 区 域 一 覧 （ 平 成 27 年 3 月31 日 現 在 ）

広 島 市

福 山 市

呉 市

三 原 市

尾 道 市

三 次 市

東 広 島 市

廿 日 市 市

竹 原 市

大 竹 市

江 田 島 市

府 中 町

海 田 町

熊 野 町

坂 町

小 計

府 中 市

小 計
合　　　　　　　　計 2,355.74 5,003.42 47.1

233.00 371.40 62.7

東 部
37.07 195.71 18.9

37.07 195.71 18.9

30.88 33.62 91.9

13.13 15.67 83.8

7.81 10.45 74.7

9.99 13.81 72.3
西 部

106.66 118.30 90.2

14.10 78.57 17.9

50.43 100.98 49.9

廿　日　市　市 109.23 489.36 22.3

東  広  島  市 392.40 635.32 61.8

三　　次　　市 67.38 778.19 8.7

尾　　道　　市 144.01 284.85 50.6

三　　原　　市 249.68 471.19 53.0

518.14 60.0

呉　  　 　　市 220.82 353.85 62.4

管轄市又は

管轄建設事務所
市　町　名

(a)規制法適用区域面

福　　山　　市 310.89

広　　島　　市 591.26
(k㎡)

905.41 65.3

(b)市町面積 (a)/(b)

(%)(k㎡)

５ 宅地開発 
 

都市及びその周辺部における無秩序な宅地等の開発を防ぎ，良好な都市環境の形成を図るため，開発

許可制度及び「宅地造成等規制法」（昭和 36年法律第 191 号）の許可制度の適正な運用を行う。 

 

(1)  開発許可制度の概要 

 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し，それぞれの区域で一定規模以上の宅地

開発，一定目的以外の開発行為等を行う場合，あらかじめ知事の許可を受けることが必要となって

いる。 

 また，この制度は，昭和 49 年の「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）の一部改正により，

一定規模以上の開発行為については，区域区分が決定されていないいわゆる非線引都市計画区域に

おいても適用されることとなり，平成 12 年の一部改正により，都市計画区域外の区域における一

定規模以上の開発行為についても適用されることとなった。 

 政令指定都市である広島市，中核市である福山市，特例市である呉市（平成 12 年度に移行。）及

び権限移譲のあった三次市（平成 17 年度より），東広島市（平成 18年度より），三原市・尾道市・

廿日市市・竹原市※（平成 20 年度より）においては，それぞれの市の区域における開発許可事務

は，それぞれの市において処理している。（※竹原市は１ha未満の事務のみが移譲の対象） 

 

(2)  宅地造成等規制法の許可制度の概要 

宅地造成工事規制区域は，宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろ

うとする土地の区域について指定されるもので，この区域内において行う宅地造成（一定の切土，

盛土又は面積以上のものに限る。）については，災害防止のためあらかじめ許可を受けることが必

要となっている。宅地造成工事規制区域の指定状況は下表のとおりで，広島県の総面積の 27.8％

にあたる。 

政令指定都市である広島市，中核市である福山市及び特例市である呉市（平成 12 年度に移行。）

及び権限移譲のあった三次市（平成 17年度より），東広島市（平成 18年度より），三原市・尾道市・

廿日市市・竹原市※（平成 20 年度より）においては，それぞれの市の区域における宅地造成に関

する工事等の規制事務はそれぞれの市において処理している。（※竹原市は１ha未満の事務のみが

移譲の対象） 
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（
H2
7．

3．
31

現
在
） 

年
度

区
分

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

許 可 件 数

許 可 面 積

市
町

名
(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

(
h
a
)

竹
 原

 市
1

1
.
4

大
 竹

 市
1

0
.
8

1
1
6
.
9

2
1
.
3

1
6
.
2

2
0
.
6

2
1
.
2

安
芸

高
田

市
1

1
.
0

1
0
.
5

江
田

島
市

1
0
.
7

1
0
.
5

1
0
.
3

府
 中

 町
2

0
.
3

1
0
.
3

2
1
.
6

海
 田

 町
1

0
.
3

1
0
.
1

1
0
.
6

熊
 野

 町
2

0
.
5

3
1
.
1

1
0
.
5

3
6
.
4

1
0
.
5

2
0
.
2

坂
  

 
 町

1
0
.
2

1
0
.
3

安
芸

太
田

町
 

 

北
広

島
町

1
0
.
5

1
0
.
5

大
崎

上
島

町

小
 
  

計
5

1
.
6

4
1
8
.
0

4
2
.
1

3
6
.
4

1
0
.
7

4
6
.
8

1
0
.
5

2
1
.
9

4
2
.
2

1
0
.
5

1
1
.
0

7
3
.
4

2
0
.
2

世
 羅

 町
1

0
.
6

1
1
.
6

府
 中

 市
2

0
.
3

2
0
.
4

1
3

1
.
0

1
3

0
.
5

2
0
.
5

神
石

高
原

町

小
 
  

計
2

0
.
3

2
0
.
4

1
3

1
.
0

1
3

0
.
5

1
0
.
6

1
1
.
6

2
0
.
5

庄
 原

 市
1

1
.
0

 
 

1
2
.
7

1
0
.
8

小
 
  

計
1

1
.
0

1
2
.
7

1
0
.
8

7
1
.
9

4
1
8
.
0

1
1
.
0

6
2
.
5

4
6
.
4

1
0
.
7

1
2
.
7

7
7
.
8

2
0
.
5

3
2
.
7

7
2
.
7

1
0
.
5

2
1
.
6

1
1
.
6

9
3
.
9

2
0
.
2

管 轄 建 設 事 務 所

非
線

引

区
　

域

非
線

引

区
　

域

非
線

引

区
　

域

都
市

計
画

区
 
域

 
外

市
 
街

 
化

調
整

区
域

市
街

化

区
　

域

市
 
街

 
化

調
整

区
域

市
街

化

区
　

域

市
 
街

 
化

調
整

区
域

23

都
市

計
画

区
 
域

 
外

市
 
街

 
化

調
整

区
域

22

市
街

化

区
　

域

24

合
  

 
 計

協
議

(
第

3
4条

の
2
)

北 部東 部西 部

非
線

引

区
　

域

都
市

計
画

区
 
域

 
外

市
街

化

区
　

域

26

市
街

化

区
　

域

市
 
街

 
化

調
整

区
域

非
線

引

区
　

域

都
市

計
画

区
 
域

 
外

2
5

都
市

計
画

区
 
域

 
外

 
 （

注
）
・
開

発
変

更
許

可
分

は
計

上
し
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い
。

 
・

市
街
化

区
域

と
市

街
化

調
整

区
域
に

ま
た

が
る

開
発

は
，

市
街
化

調
整

区
域

の
開

発
に

計
上
し

た
。
  

 
 

 
 

 

 
・

竹
原
市

に
つ

い
て

は
，

県
許

可
分
（

１
h
a
以

上
の

も
の
）

の
み
を

計
上

し
た

。
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② 都市計画法第４３条の規定による建築許可状況 

 （Ｈ27.3.31 現在） 

　　年度

区

分

許

可

件

数

許

可
面
積

許

可

件

数

許

可
面
積

許

可

件

数

許

可
面
積

許

可

件

数

許

可
面
積

許

可

件

数

許

可
面
積

市町名 （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

1 218

5 8,374 3 875 5 2,010 4 861 4 7,886

6 8,592 3 875 5 2,010 4 861 4 7,886

3 3,268 2 395 1 431 3 1,168

3 3,268 2 395 1 431 3 1,168

9 11,860 5 1,270 6 2,441 7 2,029 4 7,886

23 24 25 26

西

部

大　竹　市

府　中　町

海　田　町

熊　野　町

坂　   　町

小　　計

管

轄

建

設

事

務

所

22

合　　計

協議（第43条の3）

東
部

府　中　市

小　　計

 

 
 
③ 宅地造成に関する工事の許可状況 

                                 （Ｈ27.3.31 現在）  

年度

区

分

許
可
件
数

許
可
面
積

許
可
件
数

許
可
面
積

許
可
件
数

許
可
面
積

許
可
件
数

許
可
面
積

許
可
件
数

許
可
面
積

市町名 （ha） （ha） （ha） （ha） （ha）

1 0.1

1 0.1

2 0.1 2 1.7 1 1.7

6 7.7 1 0.9 2 0.4

1 0.2 1 1.0 1 1.0 1 0.8

1 1 2 1.5

2 0.1 4 0.4 10 10.4 5 5.1 3 1.2

1 0.1 1 1 0.1

1 0.1 1 1 0.1

3 0.2 5 0.4 10 10.4 5 5.1 4 1.3

東
部

府　中　市

小　　計

合　　　　計

協議（第11条）

西
部

竹　原　市

大　竹　市

江田島市

府　中　町

海　田　町

熊　野　町

坂　　町

小　　計

26管

轄

建

設

事

務

所

22 23 24 25

 
 
 

（注）・竹原市については，県許可分(1ha 以上のもの)のみを計上した。 

・既申請に係る再申請分は計上しない。 
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６ 街路事業 
 

(1) 街路事業の概要 

本県の都市計画道路は，広島市において，昭和３年に 29 路線を定め，昭和５年から街路事業に

着手したのが最初で，その後，尾道市をはじめ呉市，福山市，その他の市町においても逐次計画決

定され，平成 26 年３月 31 日現在では，13 市６町において，総延長約約 1,484km が都市計画決定

されている。 

 本県では，「広域的な交流・連携基盤の強化」，「集客・交流機能の強化とブランド力向上」，「防

災・減災対策の充実・強化」，「持続可能なまちづくり」を推進するため，広島県道路整備計画 2011

に基づき，整備の重点化を図り，都市の骨格となる幹線街路，地域住民の日常生活の利便に関連す

る街路，住宅地開発に関連する街路の整備を促進している。 

 また，鉄道による交通の遮断及び地域の分断を解消するため，鉄道の高架化を促進することとし，

昭和 54 年度に着手した三原駅周辺におけるＪＲ山陽本線・呉線の連続立体交差事業を平成５年度

に完了させ，平成５年度からは広島市東部地区（広島市南区・安芸区，府中町，海田町）において

ＪＲ山陽本線・呉線の連続立体交差事業に着手している。（現在，共同事業者である広島市と連

携して，公共事業を取り巻く環境の変化を踏まえ，見直しの検討を行っている。） 

 また，バリアフリーに対応した交通結節点や駅周辺の駐輪場を整備し，公共交通機関の一層の利

用促進を図ることとしている。 

 
都市計画道路等の整備状況            （Ｈ26.3.31 現在）（単位：㎞，%） 

       
区   分 自動車専用道路 幹 線 街 路 区 画 街 路 特 殊 街 路 合  計 

計 画 決 定 ２０８.４９ １,２１７.９９ ２２.４９ ３４.６１ １,４８３.５８

改良済延長 ９７.２５ ７８６.６５ ２０.８４ ３３.９０ ９３８.６４

改  良  率 ４６.６４ ６４.５９ ９２.６６ ９７.９５ ６３.２７

 
 

(2) 主な事業の概要 
① 街路事業 

路線名 事 業 区 間  事業延長 計画幅員 総事業費 

青 崎 池 尻 線  安芸郡府中町桃山二丁目 ４４０ｍ １２ｍ 約 ２０ 億円 

栗 柄 広 谷 線  府中市高木町 ５５１ｍ １８ｍ 約 ２４ 億円 

 
② 連続立体交差事業 

事業箇所名 事業主体 事 業 延 長 踏切除却 事業期間 総事業費 

広 島 市 東 部 地 区 広 島 県 
広 島 市 

山陽本線 ４．６㎞
呉 線 １．７㎞

１６ｹ所 
 ４ｹ所 

平成５年度 
～平成 34 年度

約 ９６０ 億円 
（内県分約６０６億円）

-67-



  (3) 平成 27 年度事業の内容 

① 県事業 
 （単位：千円，％） 

     区分 
 
工種 

平成 26 年度当初 平成 27 年度当初 
事業費 
比 較 

説   明 

箇所 事 業 費 箇所 事 業 費 

改 築 １4 2,569,000  12 2,369,000 ９２．２
青崎池尻線， 

栗柄広谷線 ほか 

鉄 道 高 架 １ 103,000 １ 100,000 ９７．１
広島市東部地区 

連続立体交差事業 

そ の 他 - 31,413 - 34,213 １０８．９ 市町事業指導監督費 ほか 

計 １5 2,703,413  13 2,503,213 ９２．６  

 

 
② 市町事業（政令市を除く。） 

                                            （単位：千円，％） 

     区分 

 

工種 

平成 26 年度当初 平成 27 年度当初 
事業費 

比 較 
説   明 

箇所 事 業 費 箇所 事 業 費 

改 築 18 2,396,895 17 3,650,189 １５２．３

横路４丁目白石線（呉市）， 

円一皆実線（三原市）， 

廿日市駅構内線（廿日市市）

ほか 
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７ 市街地開発事業等 
 
 (1) 市街地開発事業計画の概要 

① 土地区画整理事業計画 
  土地区画整理事業は，都市基盤の整備水準が低い地区について，土地の交換分合を行って宅地 
 の区画・形状を整え，減歩によって生み出した用地により道路，公園などの公共施設を整備・改 
 善し，土地利用の増進を図るものである。 
  現在の都市計画決定状況は，次表のとおりである。 
 
                                     （Ｈ27.3.31 現在） 
都 市計 

画区域名 都市名 
都市計画決定 都    市

計    画

区 域 名 
都市名 

都市計画決定 都    市

計    画

区 域 名

都市名 
都市計画決定 

決 定 
地 域 数 

面積 
ｈａ 

決 定

地 域 数

面積 
ｈａ

決 定

地 域 数

面積 
ｈａ

広 島 圏 大 竹 市 ― ― 備 後 圏 三 原 市 ３ １３１.２ 東 広 島 東 広 島 市 ５ ２０１．０

〃 廿 日 市 市 ４ ７２.９ 〃 尾 道 市 ４ １３０.９ 竹 原 竹 原 市 １ ３０.４
〃 広 島 市 １４ 1，５０７.7 〃 福 山 市 ３３ ２,０８２.４ 安 浦 呉 市 １ １７.１
〃 府 中 町 ３ ６６.０ 〃 府 中 市 ２ １２９.３ 庄 原 庄 原 市 １ ２．２

〃 海 田 町 １ ２.０    本 郷 三 原 市 １ ４７．８

〃 熊 野 町 ― ―    三 次 三 次 市 ２ １６.０
〃 坂 町 ― ―       
〃 呉 市 ５ ３４９．３       

小計 １,９９７.９ha 小計 ２,４７３．８ha 小計 ３１４．５ha

合計 ４,７８６．２ha

 

 

② 市街地再開発事業計画 
 市街地再開発事業は，市街地の高度利用を図る地区内で，公共施設の整備とともに，用途，容

積，防災，美観を考慮した市街地をつくり，都市機能の更新を図るものである。 
 この事業は，市街地建築物に，従前の権利者全般の希望を換地床と共有持分となる土地に権利

変換させ，この建築物（再開発ビル）の余裕部分（保留床）に広域都市計画から所要される業務，

商業等の機能を収容しつつ公共用地を生み出してゆくものである。 
 現在実施中の事業について，都市計画決定状況は，次表のとおりである。 
 

 （Ｈ27.3.31 現在） 

都市計画 
区 域 名 

都 市 名 区 分 名      称 
施 行
主 体

施 行
区 域
面 積

建 築
敷 地
面 積

建ぺい
率 の
制 限

容 積
率 の
限 度

建築物
の 高 さ
の制限

主 要 用 途 決定年月日 

広島圏 

広 島 市 第一種 
広島駅南口 B ブロック第一種市
街地再開発事業 

組 合 1.4 0.84 9/10 110/10 ― 
店舗，住宅，事務所，
駐車場，駐輪場 

S63.9.16 決定 

Ｈ20.3.26 変更 

広 島 市 第一種 
広島駅南口Ｃブロック第一種市
街地再開発事業 

組 合 1.9 0.97 9/10 80/10 180ｍ 店舗，住宅，駐車場 Ｈ23.4.12 決定 

 

 

 (2) 市街地開発事業の概要 

市街化の進展に応じた効率的な公共施設の整備及び良好な宅地の供給を図るため，土地区画整理

事業を推進するとともに，既成市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため，

市街地再開発事業を促進している。 

 

① 土地区画整理事業 

現在，土地区画整理事業については，11 箇所 261.2ha（広島市を除く。）が施行中である。 

このうち補助事業により実施中の箇所は，次表のとおりである。 

また，県は，土地区画整理事業を促進するため，必要に応じて県道負担金を支出している。 
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補助事業一覧（Ｈ27.5 現在） 

 
県道負担金 （単位：千円）

26 年度当初予算 27 年度当初予算 

93,846,416 82,525,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※広島市を除く。 
※社会資本整備総合交付金の交付期間が終了した 2 地区を除く。 
 

② 市街地再開発事業 
市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため，都市再開発法に基づいて市

街地整備を施行する個人又は組合の事業に要する経費の一部を国，県及び市町が助成している。 
現在，実施中の補助事業は，次表のとおりである。 

 
補助事業一覧             （H27.3.31 現在） 

都市名 地区名 
面 積 

（ｈａ） 
施行者 事業年度

総事業費

（百万円） 

県補助金 

（百万円） 
施設建築物の概要 

広島市 
広島駅南口 

B ブロック 
１.３９  組 合 

３～２８ 

（予定） 

37，116 

(予定) 

1,607 

(予定） 

西棟  
     
東棟   
 

地上 52 階
地下 2 階
地上 10 階
地下 １階

〃 
広島駅南口 

Ｃブロック 
１.９０  組 合 

２３～２８ 

（予定） 

32,060 

(予定) 

1,496 

(予定） 

住宅棟  
      
商業棟  
      

地上 46 階
地下 1 階
地上 11 階
地下 １階

 
 
 
 
 
 
 

面積

（ha）

竹　　原　　市 新 開 30.3 元

海　　田　　町 海 田 市 駅 南 口 2.0 4

廿　日　市　市 廿 日 市 駅 北 16.3 11

府　　中　　町 向 洋 駅 周 辺 12.2 11

三　　原　　市 東 本 通 47.8 10

三　　次　　市 み ら さ か 10.7 12

福　　山　　市 川 南 27.4 15

東　広　島　市 寺 家 地 区 10.8 21

庄　　原　　市 庄原駅周辺地区 2.2 21

159.7

都市名 施行地区

合計

採択
年度
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８ 公園事業 
 

 (1) 公園事業の概要 

 本県における都市公園等の開設状況は，平成２５年度末において一人当たりの面積は１１.３㎡

となっており，全国平均の１０.１㎡は上回っているものの，都市ごとに整備水準の格差が生じて

いる。 

 公園は，県民に対し安らぎや憩いの場，レクリェーション活動の場を提供するとともに，都市環

境の保全，大地震火災時における避難地や延焼防止機能など，多くの役割を有する重要な施設であ

るため，こうした機能を総合的に発揮できるよう，住区基幹公園，都市基幹公園，特殊公園及び都

市緑地等をその種別に応じた適正な配置と規模で設置する。 

 また，県民のレクリェーション活動の広域化，多様化傾向に対応するため，広域公園を配置し，

健全な野外レクリェーション活動を促進する。 

 
【県立公園（土木建築局所管）の概要】 

ア 備北圏における総合文化ゾーン建設の方針を受け，文化活動を推進する主要施設として「み

よし公園」を整備しており，カルチャーセンター，子どもの広場，パークゴルフ場，テニスコ

ート，文化の広場，芝生広場，温水プール等を設置して備北圏及び周辺地域の利用に供してい

る。 

イ 備後圏における都市公園の水準を引き上げ，広域化・多様化するレクリェーション需要に対

処するとともに，スポーツの振興を図るため，「びんご運動公園」を整備しており，陸上競技場，

球技場，テニスコート，野球場等を設置して，備後圏及び周辺地域の利用に供している。 

ウ 世羅高原の持つ魅力ある風土の下で，「県民のやすらぎ交流拠点」を基本テーマに，地域交流

や自然とのふれあいを通じ，心身のリフレッシュできる公園として「せら県民公園」を整備し

ており，交流広場，のんびり高原，レクリェーション広場，ミニチュアガーデン等の第Ⅰ期整

備区域を県民の利用に供している。また，平成２０年４月１２日に自然の生態を学習すること

ができる自然観察園を，平成２３年４月１日に散策道を追加開園している。 

                                 （金額単位：百万円） 

公  園  名 所在地 面  積(ha) 総事業費 事業年度 

びんご運動公園 尾道市 ８７.６ 約２１,９１２ 
S５８年度 

～H１４年度 

み よ し 公 園 三次市 ５２.８ 約１０,６８３ 
S５５年度 

～H１２年度 

せら県民公園 世羅町 ６３.３   約 3,891 
＊ H１４年度～ 

                               （＊せら県民公園総事業費は，第Ⅰ期区域＋自然観察園） 

 (2) 事業の実施状況 
① 主な事業の内容 
・ 避難地，防災拠点等となる都市公園等の整備 
・ 施設の老朽化対策（長寿命化計画策定，計画的な改築・更新），バリアフリー化対策等 

   ② 都市公園のアセットマネジメント 

    土木建築局所管の都市公園では，平成22年度にびんご運動公園，平成23年度にみよし公園及び

せら県民公園の長寿命化計画を策定している。今後は適切な施設点検・保守対策及び長寿命化計

画に基づく施設の修繕・改築・更新を行い，ライフサイクルコストの縮減と予算の平準化を図る。 
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③ 平成２７年度事業費 

                                （千円） 

区  分 平成２７年度予算 （参考）平成２６年度 

公共事業 １０５，０００ １０５，０００

単独建設事業 ２０，４００ ５８，４００

維持修繕事業 ６２，８３２ ６２，８３２

     ※平成２６年度は９月補正後，公共事業は繰越除く 

 

④ 都市公園等整備状況 

平成２５年度末都市公園等整備現況調査結果（市町別）
都市公園等とは，「都市公園法」に基づき国又は地方公共団体が設置する都市公園，及び都市計画区域外において都市公園に準じて配置されている特定地区公園（カントリーパーク）を指す

平成26.3.31現在

住区基幹公園 都市基幹公園 大規模公園 特殊公園 国営公園 その他 都市公園等合計

街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園 運動公園 広域公園

箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha)

合計 2636 392.9 107 212.2 26 136.1 28 426.0 20 290.3 5 291.2 29 658.9 1 338.8 154 195.7 3006 2942.1 2599 11.3

 広島市　 955 156.6 45 97.6 11 49.5 8 181.0 5 94.0 2 125.5 11 96.9 61 79.3 1098 880.5 1142 7.7

 呉市 308 33.3 10 13.0 5 28.2 3 31.7 2 22.8 6 78.6 1 5.8 335 213.4 223 9.6

 竹原市 11 2.4 2 2.3 2 45.4 15 50.1 28 17.9

 三原市 84 16.2 2 6.3 1 17.5 3 14.4 90 54.4 73 7.5

 尾道市 66 11.9 3 4.8 1 3.2 3 25.2 1 87.6 7 2.9 81 135.5 131 10.3

 福山市 563 87.4 18 31.9 3 18.4 5 39.7 2 24.1 7 41.2 51 68.0 649 310.6 441 7.0

 府中市 36 7.0 4 6.6 1 3.8 1 9.8 2 18.7 2 0.7 46 46.6 36 12.9

 三次市 9 3.5 2 3.1 1 6.6 1 6.2 1 22.4 1 50.9 15 92.6 34 27.2

 庄原市 2 0.4 1 1.2 1 24.4 1 11.2 1 338.8 6 376.0 19 197.9

 大竹市 54 5.1 1 2.3 1 7.3 1 12.8 1 1.5 58 29.0 27 10.7

 東広島市 279 29.1 8 17.5 3 47.7 1 18.6 6 0.8 297 113.7 176 6.5

 廿日市市 200 28.5 8 22.1 1 6.2 1 24.5 2 422.6 18 7.9 230 511.7 114 44.9

 安芸高田市 6

 江田島市 6 1.0 2 2.3 1 4.6 1 8.5 1 1.0 1 3.0 12 20.4 16 12.8

 府中町 10 2.2 1 5.6 1 16.3 12 24.1 52 4.6

 海田町 21 3.3 1 13.8 22 17.1 29 5.9

 熊野町 6 0.8 1 4.0 1 1.5 8 6.2 25 2.5

 坂町 26 4.5 1 1.3 1 5.8 1 0.5 29 12.2 13 9.4

 北広島町 1 11.7 1 9.5 2 21.2 8 26.4

 世羅町 1 27.2 1 27.2 6 45.3

※特殊公園は風致公園，動植物公園，歴史公園，墓園の合計

※その他は緩衝緑地，都市緑地，広場公園，緑道，カントリーパークの合計

※表示数値以下を四捨五入しているため，合計が一致しない場合がある

都市計
画区域
人口等
(千人)

一人当
たり公園
等面積
(㎡/人)
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９ 下水道事業 
 

（1） 下水道事業の概要 
広島県内２３市町のうち公共下水道を実施しているのは，２２市町であり，平成２５年度末の

県内の下水道普及率は，７１．２％である。また，農業・漁業集落排水や合併浄化槽等による汚

水処理に係る分を含めた汚水処理人口普及率は，８５．０％である。 

 

（2） 流域下水道事業の概要 
  ① 流域下水道 

    流域下水道は，主として市町村が管理する関連公共下水道により排除される下水を受けて，

これを排除及び処理するために都道府県が管理する下水道で，２以上の市町村の区域における

下水を排除するものであり，かつ，終末処理場を有するものである。 
    本県には，太田川流域下水道，芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の３件がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ② 流域下水道の整備状況 

（平成２７年３月３１日現在） 

区分 

 

流域 

下水道名 

（処理区名） 

全 体 計 画 整 備 状 況 

管渠 

処理場 

管渠 

処理場 

処理能力 面積 使用開始 処理能力 取得用地 処理施設 

太 田 川 
(瀬野川処理区) 

㎞ m3／日 ha ㎞ m3／日 ha 管理本館 

２８.４ １５６,７１０ ３０.７ ２８.４ Ｓ６３.１０. １ １４８,３８０ ３０.７ 水処理施設 

    汚泥処理施設 

芦 田 川 
(芦田川処理区) 

    管理本館 

３９.６ ２０５,７００ ２８.６ ３９.６ Ｓ５９.１０. １ １７９,２００ ２８.６
水処理施設 

汚泥処理施設 

    汚泥焼却施設 

沼 田 川 
(沼田川処理区) 

    管理本館 

４３.２ ４５,７３０ ６.６ ４３.２ Ｈ ８. ３.２５ ２３,８００ ６.６ 水処理施設 

      汚泥処理施設 

太 田 川 流 域 

事業着手   Ｓ53 年度 

処理開始   Ｓ63 年 10 月 

計画処理面積 5,254 ha 

計画処理人口 288.3 千人 

区域内自治体 広島市 

府中町 

海田町 

熊野町 

坂町 
沼 田 川 流 域 

事業着手    Ｈ3 年度 

処理開始    H8 年 3 月 

計画処理面積  3,261 ha 

計画処理人口  72.4 千人 

区域内自治体 三原市 

東広島市 

芦 田 川 流 域 

事業着手    Ｓ49 年度 

処理開始    Ｓ59 年 10 月 

計画処理面積  11,726 ha 

計画処理人口  356.9 千人 

区域内自治体  福山市 

府中市 
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  ア 太田川流域下水道事業（瀬野川処理区）の概要 

    昭和５６年度から幹線管渠の建設工事に，昭和５９年度から終末処理場（東部浄化センター）

の建設工事に着手し，昭和６３年度に一部供用開始（２４,６００m3／日）した。 

    現在１４８,３８０m3／日で供用している。 

 
   (ｱ) 市町別計画処理区域面積・計画処理人口及び計画処理水量の内訳 

処 理 区 名 市 町 名 
計画処理区域面積 計画処理人口 計画処理水量 

(ha) (千人) 日最大 (m3／日)

 広 島 市 ３，０６５．４ １８８．７ １０７，４１０ 

 府 中 町 ６４６．０ ４７．２ ２０，６２０ 

瀬野川処理区 海 田 町 ６１２．０ ２４．１ １２，１８０ 

 熊 野 町 ５７１．９ １７．６ ７，０４０ 

 坂   町 ３５８．８ １０．７ ５，７２０ 

計 ５，２５４．１ ２８８．３ １５２，９７０ 

   (ｲ) 処理施設 

処理区名 終末処理場名 
排除
方式

処理方法 
敷地面積

(ha)

処 理 能 力 
計画処理水量
日最大(m3／日)

計画処理 
人口 (人)

瀬野川処理区 
東部浄化セン
ター 

分流式

標準活性汚泥法 
（凝集剤併用型循
環式硝化脱窒法）＋
急速砂ろ過 

３０．７ １５２，９７０ ２８８，２９０

   (ｳ) 幹線管渠 

処 理 区 名 幹 線 名 管渠径（㎜） 延長（ｍ） 

瀬野川処理区 

安 芸 幹 線 ○･ １，３５０～□･ ２，６００  ６，６２０ 

瀬野川幹線 ○･ １，３５０～○･ １，８００  ９，３３０ 

坂 幹 線 ○･   ７００～○･ １，３５０  ４，４４０ 

熊 野 幹 線 ○･   ４５０～□･ １，８００  ８，０３０ 

計 ２８，４２０ 

□･ ･･･馬蹄断面 
○･ ･･･円形断面 

  (ｴ) 平成２７年度事業費 

                                        （単位：百万円） 
区 分 全 体 計 画 平成２６年度まで 平成２７年度（計画）

総 事 業 費 １４１，１６１ １１３，８５９ ５９２ 

内 訳 
国庫補助事業 １３１，２８０ １０７，３９９ ５５１ 

単独県費事業 ９，８８１ ６，４６０ ４１ 

  ※ 各数値は四捨五入を行っているため，合計が合わないことがある。 
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  イ 芦田川流域下水道事業の概要 

    昭和５１年度から幹線管渠の建設工事に，昭和５３年度から終末処理場（芦田川浄化センタ

ー）の建設工事に着手し，昭和５９年度に一部供用開始（３３,６００m3／日）した。 

   現在１７９,２００m3／日で供用している。 

 
  (ｱ) 市町別計画処理区域面積・計画処理人口及び計画処理水量の内訳 

処 理 区 名 市 町 名 
計画処理区域面積 計画処理人口 計画処理水量 

(ha) (千人) 日最大 (m3／日)

芦田川処理区 
福 山 市 １０，５４２．７ ３３３．８ １９２，０１０ 

府 中 市  １，１８２．８ ２３．１  １３，６３０ 

計 １１，７２５．５ ３５６．９ ２０５，６４０ 

   (ｲ) 処理施設 

処理区名 終末処理場名 
排除
方式

処理方法 
敷地面積

(ha)

処 理 能 力 
計画処理水量
日最大(m3／日)

計画処理 
人口 (人)

芦田川処理区 
芦田川浄化セ
ンター 

分流式
標準活性汚泥法 
＋急速砂ろ過  

２８．６ ２０５，６４０ ３５６，８５０

   (ｳ) 幹線管渠 

処 理 区 名 幹 線 名 管渠径（㎜） 延長（ｍ） 

芦田川処理区 
芦田川幹線 ○･ １，３５０～○･ ３，２５０ ２５，２７０ 

沼 隈 幹 線 ○･   ５４０～○･ １，３５０ １４，３２０ 

計 ３９，５９０ 

○･ ･･･円形断面 

  (ｴ) 平成２７年度事業費 

                                        （単位：百万円） 
区 分 全 体 計 画 平成２６年度まで 平成２７年度（計画）

総 事 業 費 １1０，３７５ １０５，１５２ １，８１１ 

内 訳 
国庫補助事業 １０２，６４９ ９９，６６９ １，６８４ 

単独県費事業 ７，７２６ ５，４８４ １２７ 

  ※ 各数値は四捨五入を行っているため，合計が合わないことがある。 
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  ウ 沼田川流域下水道事業の概要 

    平成３年度より幹線管渠の建設工事に，平成４年度より処理場の建設工事に着手し，平成７

年度に一部供用開始（１１,９００m3／日）した。 

    現在２３,８００m3／日で供用している。 

 
   (ｱ) 市町別計画処理区域面積・計画処理人口及び計画処理水量の内訳 

処 理 区 名 市 町 名 
計画処理区域面積 計画処理人口 計画処理水量 

(ha) (千人) 日最大 (m3／日) 

沼田川処理区 
三 原 市 ２，７５８．７  ６５．６ ４２，１２０ 

東 広 島 市 ５０２．１   ６．８  ３，６１０ 

計 ３，２６０．８  ７２．４ ４５，７３０ 

(ｲ) 処理施設 

処理区名 終末処理場名 
排除 
方式 

処理方法 
敷地面積

(ha)

処 理 能 力 
計画処理水量 
日最大(m3／日)

計画処理 
人口 (人)

沼田川処理区 
沼田川浄化セ
ンター 

分流式 標準活性汚泥法 ６．６ ４５，７３０ ７２，３６０ 

(ｳ) 幹線管渠 

処 理 区 名 幹 線 名 管渠径（㎜） 延長（ｍ） 

沼田川処理区 

沼田川幹線 ○･    １５０～○･ １７００ ３４，０３０ 

西野川幹線 ○･    ９００～○･ １３５０  ２，４４０ 

空 港 幹 線 ○･    ２００～○･  ２５０  ６，７６０ 

計 ４３，２３０ 

○･ ･･･円形断面 

(ｴ) 平成２７年度事業費 

                                        （単位：百万円） 
区 分 全 体 計 画 平成２６年度まで 平成２７年度（計画）

総 事 業 費 ４８，５００ ３３，０５３ ２７５ 

内 訳 
国庫補助事業 ４５，１０５ ３０，６９１ ２５６ 

単独県費事業 ３，３９５ ２，３６１ １９ 

  ※ 各数値は四捨五入を行っているため，合計が合わないことがある。 
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（3） 芦田川流域下水道芦田川浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 

  ① 目的 
    この事業は，バイオマス資源である下水汚泥から固形燃料化物を製造し，燃料として石炭ボ 
   イラ等を所有する民間企業等に有償で供給するものであり，下水汚泥処分先の長期安定確保を

目指すとともに，バイオマスエネルギーとしての有効利用及び地球温暖化防止に資することを

目的とするものである。 
    具体的には芦田川浄化センター及び尾道市と福山市の公共下水道終末処理場で発生する脱水 

汚泥を集約し，芦田川浄化センター内に建設する「下水汚泥固形燃料化施設」において固形燃

料化物を製造し，この固形燃料化物を事業者に売却するものである。 
   平成２６年１０月に施設の設計に着手しており，平成２７年度は施設の施工に着手する。供 

用開始は平成２９年１月の予定である。 
 
  ② ＤＢＯ方式による発注 
   下水汚泥の固形燃料化技術は，新技術として一般化されているものではなく，技術を有する 
  企業それぞれが独自に開発したものであることから，維持管理を行うに当たっても，独自技術  

にともなう特殊なノウハウを有することが必要である。 
   そのため，設計・施工と維持管理・運営を一括して発注する方式として，広島県では，これ 

まで使われたことのないＤＢＯ方式（※）を採用している。 
※ ＤＢＯ方式：Design（設計），Build（施工），Oparate（運営）を一括して，民間に委託 

する方式 

（事業期間） 
   設計施工            平成２６年１０月～平成２８年１２月 
   維持管理運営・燃料化物の買取り 平成２９年 １月～平成４９年 ３月（２０年３ヵ月間） 
  
  ③ 高度技術提案型総合評価方式による事業者選定 
   民間企業の優れた技術を活用することにより事業の価値の向上を目指す観点から，技術的な 

工夫の余地が大きい事業において，競争参加者に高度な技術提案を求め，評価し，技術提案と 
入札価格とを総合的に評価して落札者を決定する方式である「高度技術提案型」総合評価方式 
を採用し，事業者を選定した。 

   本方式は，より優れた技術提案とするために，発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術 
提案の改善を行う手続きや，技術提案をもとに予定価格を作成する手続きをともなうことが特

徴的である。 
 
  ④ 事業スキーム 

    
         （処理する脱水汚泥量２３，８００ｔ／年） 

 

一括発注範囲 
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（4） 公共下水道事業（特定環境保全公共下水道を含む。） 

公共下水道は，主として市街地における雨水及び汚水を排除し，又は処理するための下水道で，

終末処理場を有するものと，流域下水道に接続するものがある。 

現在，下水道計画を有さない神石高原町を除く全ての市町（１４市８町）において，公共下水

道事業を実施している。 

 
   公共下水道の整備状況                   （平成２６年３月３１日現在） 

市町名 処理人口 行政人口 普及率 市町名 処理人口 行政人口 普及率 

 （A） 千人 （B） 千人 （A／B）％  （A） 千人 （B） 千人 （A／B）％

広島市 1,114.3 1,186.1 93.9 安芸高田市 10.2 30.8 33.1 

呉市 203.4 236.9 85.9 江田島市 14.3 25.6 55.8 

竹原市 3.8 28.0 13.4 府中町 45.2 51.6 87.7 

三原市 39.1 98.9 39.6 海田町 27.4 28.8 95.2 

尾道市 15.8 144.2 11.0 熊野町 22.3 24.9 89.8 

福山市 323.7 471.5 68.6 坂町 13.1 13.2 98.9 

府中市 13.0 42.1 30.9 安芸太田町 2.8 7.0 39.9 

三次市 20.2 55.6 36.4 北広島町 8.4 19.7 42.5 

庄原市 13.5 38.6 35.1 大崎上島町 2.9 8.1 35.3 

大竹市 26.6 28.3 94.0 世羅町 1.0 17.5 5.6 

東広島市 73.0 183.3 39.8 神石高原町 －  10.2 － 

廿日市市 48.9 117.2 41.8 県      計 2,043.0 2,868.3 71.2 

１．行政人口は，平成２６年３月３１日現在の住民基本台帳人口による。 
２．処理人口は，平成２６年４月１日までの供用開始公示済み区域内人口とする。 
３．各数値は四捨五入を行っているため，合計が合わないことがある。 
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